
令和７年度（２０２５年度）第３回子ども・子育て会議 議事録 

 

  日 時 ： 令和８年（２０２６年）２月２７日（金）１４：００～１６：００ 

  場 所 ： 熊本県防災センター １０１会議室 

 

（熊本県子ども未来課 脇審議員） 

それでは定刻になりましたので、ただいまから令和7年度第3回熊本県子ども・子育て

会議を開催いたします。開催に当たり、熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局長の清

水がご挨拶申し上げます。 

 

（熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局 清水局長） 

皆様こんにちは。健康福祉部子ども・障がい福祉局長の清水です。本日は、年度末の

大変お忙しい中に、第3回子ども・子育て会議に御出席をいただきまして、誠にありがと

うございます。また、日頃より本県の児童福祉行政の推進に御理解、御協力を賜り、厚く

御礼を申し上げます。 

さて、委員の皆様におかれましては、1月の任期満了に伴う改選によって、今回新たに

9名の委員に御就任をいただきました。この子ども・子育て会議が所掌する取組みという

のは、非常に多岐にわたっておりますけれども、再任された皆様も含め、それぞれの立場

から、「こどもまんなか熊本」の実現に向けて、お力添えをいただきたいというふうに思っ

ております。 

この会議では、昨年6月の第1回会議におきまして、今年度重点的に取り組む5つの視

点というものを示し、また、10月の第2回会議におきましては、その取組みの進捗を報告

させていただいたところでございます。また、計画の推進に当たりましては、こども・若者

や子育て当事者の方々から多くの意見を伺って参りました。本日の会議では、県民の皆

様からいただいた多くの意見をもとに、計画の初年度である今年度の取組みの実績とそ

れを踏まえた来年度の施策の方向性について、御報告をさせていただく予定としており

ます。また第2回会議で御審議いただきました中間整理の内容を踏まえまして、「こども

まんなか熊本・実現計画」の令和8年度の具体的施策編の素案を作成しておりますので、

その内容についても御審議をいただきたいというふうに思っております。本日皆様に御

審議いただいた内容を踏まえまして、3月に全庁横断の推進本部会議を開催し、そこで

具体施策編の改訂を行う予定としております。これらの計画をもとに、来年度も引き続き、

「こどもまんなか熊本」の実現に向けて、県庁一丸となって力強く取組みを進めて参る所

存でございます。委員の皆様におかれましても、引き続き御支援を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。本日はよろしくお願いします。 

 

（熊本県子ども未来課 脇審議員） 

本日の進行を務めさせていただきます、子ども未来課の脇と申します。よろしくお願い

いたします。今回の会議は、1月の委員選任後の初めての会議となりますので、私から、



まず委員の皆様を御紹介させていただきます。皆様のお手元の次第の裏面に、名簿をつ

けておりますので、こちらの順番に御紹介いたします。まず、熊本県国公立幼稚園後援

会連絡協議会の安尾委員。熊本県ＰＴＡ連合会副会長の橋本委員。熊本県経営者協会

事務局長の松本委員。日本労働組合総連合会熊本県連合会副事務局長の東委員。熊

本県私立幼稚園連合会理事の岡田委員。熊本県保育協会理事長の備海委員。熊本子

どもと保育の明日を語る連絡会副会長の真島委員。熊本県学童保育連絡協議会副会

長の中川委員。熊本県地域子育て支援センター事業連絡協議会運営委員の桑原委員。

熊本大学大学院教育学研究科教授の八幡委員。九州ルーテル学院大学人文学部人文

学科保育・幼児教育専攻教授の香﨑委員。みふねデコボコ会児童発達支援センターわ

いわいわいなかま療育相談員の吉田委員。子育てネットワークわ・わ・わ理事長の澤田

委員。 

なお、熊本県市長会の堀江委員、熊本県町村会の金田委員、熊本県小中学校長会幹

事の冨永委員、熊本県市町村保健師協議会理事の水本委員、熊本学院学園大学社会

福祉学部福祉環境学科教授の堀委員は、本日御都合により欠席となります。 

本日は全員18名のうち、過半数を上回る13名の委員の方に御出席いただいておりま

すので、会議が有効に成立いたしますことを報告いたします。また、ペーパーレス化の取

組みの一環といたしまして、資料はお手元のタブレットで御覧いただくようお願いいたし

ます。もし操作等で御不明な点がございましたら、適宜、事務局の方にお申し付けいただ

くようお願いいたします。また、議事録の作成に当たり、マイクと接続した議事録作成シ

ステムを活用しております。御発言をいただく際はマイクの御使用に御協力をお願いい

たします。 

それではまず、会長を選出させていただきます。熊本県子ども・子育て会議条例の第５

条第1項で、会長は委員の互選により選任することとなっておりますが、どなたか御意見

はございますでしょうか。 

＜意見なし＞ 

御意見がないようでしたら、事務局の方で案を準備しておりますが、よろしいでしょう

か。 

＜異議なし＞ 

それでは事務局の方から提案させていただきます。熊本大学大学院教授の八幡委員

に会長をお願いしたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。よろしければ、拍手をいた

だきたいと思います。 

＜拍手＞ 

ありがとうございます。それでは八幡委員、お引き受けいただけますでしょうか。 

 

（八幡会長） 

引き受けさせていただきたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。 

 

 



（熊本県子ども未来課 脇審議員） 

はい。それでは八幡委員には、会長席の方に御移動をお願いいたします。それでは改

めて八幡会長の方から一言お願いいたします。 

 

（八幡会長） 

はい。皆様失礼いたします。早いもので委員も3期目となりました。2期目はもう前任

の委員の皆様は御承知の通り、この熊本においてこどもが生まれ育てやすい環境をつく

るための計画の立案という大変な、こちらはもう県庁の皆様も委員の皆様も大変な作業

に御参画いただきました。これが実際に、熊本をよりよい社会にしていくことにどのように

繋がっていくのかということは、私たちももちろん、県民の皆様の関心の高いことだと思

いますので、委員の皆様ぜひお力をお貸しいただき、よりよい御意見を頂戴できれば幸

いに存じます。微力ですがどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（熊本県子ども未来課 脇審議員） 

ありがとうございました。次に、会長の職務代理者について、熊本県子ども・子育て会

議条例第５条第2項で、会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその

職務を代理するとなっております。指名が必要ですので、本日この場で八幡会長に御指

名いただきますようにお願いいたします。 

 

（八幡会長） 

はい。もう前期のときもお力をお貸しいただきました香﨑委員にぜひお願いしたいと思

っております。いかがでしょうか。 

 

（熊本県子ども未来課 脇審議員） 

ただいま会長から、香﨑委員との御指名ございましたが、香﨑委員よろしいでしょう

か。 

 

（香﨑委員） 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（熊本県子ども未来課 脇審議員） 

はい、ありがとうございます。それでは、これより会議の議長の方を熊本県子ども・子

育て会議条例第７条の規定により、八幡会長の方にお願いいたします。 

 

（八幡会長） 

はい。それでは議事に入らせていただきたいと思います。議事（1）の②、「幼保連携型

認定こども園調査審議部会の委員の指名について」ということで、こちらの方、事務局か

ら御説明をお願い申し上げます。 



（熊本県子ども未来課 脇審議員） 

はい。ただいま皆様のお手元にお配りいたしました、熊本県子ども・子育て会議条例第

６条第2項に基づきまして、この部会の委員を会長に指名していただく必要がございます。

会長よろしくお願いいたします。 

 

（八幡会長） 

はい。ありがとうございます。ただいまお手元に資料の方が届いているかと思いますけ

れども、こちらの方が事務局に作成いただいた資料ということになります。ちょっと読み上

げさせていただきますと、部会の委員といたしましては、そちらの資料にお名前がありま

す、岡田委員、金田委員、桑原委員、香﨑委員、備海委員。この案を御提示いただいて

おります。皆様から何か御意見等ございませんでしょうか。 

＜意見なし＞ 

はい。特に御意見がないようですので、「異議なし」ということで承りたいと思います。

部会委員の皆様におかれましては、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

また、同部会の部会長を選出する必要があるということでございます。熊本県子ども・

子育て会議条例第６条第3項に基づき、部会に属する委員の互選により選任することと

されているようですけれども、どなたか御意見はございませんでしょうか。 

＜意見なし＞ 

特に御意見がないようでしたら、前任期に引き続き、香﨑委員にお願いしてはどうかと

思いますけれども皆様いかがでしょうか。 

＜異議なし＞ 

はい。ありがとうございます。それでは「異議なし」ということで、香﨑委員にお引き受

けいただきたいと存じます。香﨑委員どうぞよろしくお願い申し上げます。 

次に、今度は部会長の職務代理者を選出する必要があるということでございます。職

務代理者につきましては、熊本県子ども・子育て会議条例第６条第5項の規定に基づき、

部会長が指名することとされているようでございます。香﨑委員から御指名をお願いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（香﨑委員） 

はい。桑原委員にお願いしたいと思いますけれどもよろしいでしょうか。 

 

（八幡委員） 

ありがとうございます。皆様いかがでしょうか。 

＜異議なし＞ 

はい、ありがとうございます。「異議なし」ということで、承りたいと思います。御了承を

いただきました。それでは、事務局から部会の開催について御説明をお願い申し上げま

す。 

 



（子ども未来課 尾崎課長補佐） 

はい。子ども未来課の幼児教育保育の担当しております尾崎と申します。当部会の事

務を担当させていただきます。委員の皆様はどうぞよろしくお願いいたします。早速、次

回の部会の会議ですけれども、3月11日（水）10時から県庁本館5階の審議会室での開

催となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（八幡委員） 

はい。ありがとうございました。皆様、早速のお仕事で恐縮ですが、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

それではですね、引き続きまして議事を進めて参りたいと思います。お手元の会議次

第に沿って議論を進めて参りたいと思います。まずは、「こどもまんなか熊本」の取組み

状況について、事務局の方から、説明をお願いします。 

 

（子ども未来課 緒方課長） 

子ども未来課 緒方と申します。よろしくお願いいたします。資料1ということでご説明

を差し上げたいと思います。新しく委員になられた皆様はちょっとわかりにくいところがあ

るかもしれませんが、第1回、第2回と会議を重ねて参りまして、第2回の時に、中間整理

ということで御報告をさせていただきまして、その取組みの経過も含めて、第３回を、今

年度のまとめというふうな形で、御説明をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 

では1ページ目から説明をさせていただきます。先ほど局長の挨拶の中でもありました

通り、今年度は5つの視点に基づき取組みを進めるということで、本年の第1回の時に御

提案をさせていただきまして、1つ目がオレンジ枠の一番上のところですけれども、「こど

も・若者が幸せに暮らし、成長できるようにする」ということで、保育・教育現場における

人材確保・育成、働き方の改革を進めるというものが1点でございます。その次に、「子育

て中も安心して働き続けられる環境」、逆に言いますと、親が帰ってくるまでこどもが安

心して暮らせる居場所をつくるということで、今年度につきましては放課後児童クラブと

病児・病後児保育の充実ということで焦点を絞ってこれまで取り組んで参りました。それ

から3つ目が、中小企業での「こどもまんなか熊本」の取組みということで、子ども未来課

の方ではよかボス企業の取組みを進めておりますし、もう1つ、商工労働部の方では、ブ

ライト企業の取組みを進めているということで、やはり県内でこういった取組みを波及さ

せるということで、中小企業で取り組んでいただくということは非常に重要ということで、

そういった柱を立てたというところでございます。それから、「結婚から安心してこどもが

産める流れを創る」ということで、出会いの場の創出ですとか、ライフデザインを考える機

会の創出、不妊治療、それから産後ケアの充実といったところを1つの柱に立てて取り組

んできたというところがございます。それから「庁内外の連携体制の構築」ということで、

本日、子ども・子育て会議を開催させていただきまして、先ほど3月に庁内の推進本部を

開催するということをお話しましたけれども、そういった子ども・子育て会議と庁内の会



議との連携といったところですとか、あとは部局ごとに業界団体との関連が当然ございま

すので、そういったところも連携しながら取組みを進めるということで、この5つの視点を

持った上で、今年度、取組みを進めて参りました。 

それでは最初の、「こども・若者が幸せに暮らし、成長できるようにする」ということで、

保育・教育現場における人材確保・育成、働き方改革について、取組みの内容それから、

今後の方向性について御説明をさせていただきます。実績としましては、中高生の保育

体験などを今年6回開催して参りました。取組みを進める中で、やはり中高生が小さいお

子さんたちと接する機会が非常に大事だっていう話もありまして、そういった取組みを養

成校を通じて実施をしてきたということと、もう1つは、保育所の魅力を発信するというこ

とが非常に大事じゃないかということで、人材確保に向けて、こんなにやりがいがある仕

事なんだっていうこと、楽しい仕事なんだというところをできるだけ発信していこうという

ことで、9月から月1本、ＳＮＳを活用して、若い人たちの目に触れる機会を作ろうというこ

とで投稿をして参りました。先にちょっと御覧いただきたいなと思いますが、奥のモニター

に一番再生回数が多かった動画ということで、保育士さんの靴下に焦点を当てた動画に

なります。 

＜動画＞ 

あと短い動画を月1回ずつ上げて、興味関心を持ってもらうような取組みを進めまして、

昨年より4倍ぐらい、相談の件数が増えたということで、採用に繋がるようなケースもあ

ったというふうな話を伺っておりますので、来年度以降もこういった取組みを進めて、人

材確保につなげるような取組みにしていきたいなというふうに思っているところでござい

ます。 

それから、2段目につきましては、学校の業務支援員の全校配置をやるということで、

今回予算措置をしまして、教員の働き方を変えていきながら、生徒さんたちに接する時

間を増やすということで、現場の中でも、時間外がやっぱり減って、こどもたちと接する機

会、時間が増えてきたというお話とかがあっております。そういったことを踏まえまして、

来年度の方向性としましては、保育士の魅力発信は、先ほど言いました通り、そのまま継

続したいというふうに思ってますし、潜在保育士さんで概数で申し上げますと、資格を持

ってる方が約3万人ぐらいいらっしゃるというようなお話がありまして、実際、現場で働い

てる方が半分ぐらいいらっしゃるいうことで、半分ぐらいは潜在保育士さんがいらっしゃ

るので、そういった中から人材確保に繋がらないかなということで、そういった取組みを

今、進めてるところなんですけれども、一旦1万5,000人近くの中から連絡がとれる方々

に送ってみてまして、返事があった方々が700人位いらっしゃるということで、その方々

については今後、直接、採用情報を提供できたりというふうな流れになっていると思いま

すので、そういったところを、一度きちっと把握をした上で取組みを進めてみて、それ以

外について、やっぱりなかなか潜在保育士になると、なかなか次の作業に繋がるっての

は難しいっていう状況も私たちも理解もできましたので、今後どういった取組みができる

かっていうのは、また、検討していきたいと考えているところでございます。それから先ほ

ど言いました教員の業務支援については、継続して取り組むというふうな流れになって



おります。 

それから2つ目の「子育て中も安心して働き続けられる環境」ということで、放課後児

童クラブと病児・病後児保育について、取組みを進めて参りました。Ｒ7の実績のところで

「こども未来創造会議」ということで、新しい委員の皆さまは馴染みない言葉かもしれま

せんけれども、木村知事に変わるタイミングで、マニフェストの中に「こども未来創造会

議」を実施しながら意見を聴いていくということで、それからずっと取組みを進めてまし

て、括弧書きのところに出向く型と座談会型ということで書いてありますが、私たちが現

場の方に出向いていって、直接お話を聞くという機会と、1つは集まってもらって、そこで

話をさせていただくというふうな取組みを進めて参りました。今日時間の都合で細かい

ところまでの御説明ができないんですけれども、事前にお配りした資料の中で参考とし

て、これまで聞いてきた御意見について取りまとめたものを添付させていますけれども、

その中で、やっぱり当事者からの意見がとても私たちにはとても大きくて、その中で放課

後児童クラブで言いますと、やはり、現場の支援員さん同士が、なかなか情報交換する

機会がないんというような、お話もあったものですから、昨年の9月に、おそらく県として

は初めてと思うのですけれども、そういった研修会を開催しまして、約90名の参加がご

ざいました。その中で、嘉島町のおおくすクラブという放課後児童クラブがございますけ

れども、その話を聞いた中で、やっぱり支援員さんを確保するのがとても難しいというよ

うなお話もあったんですけれども、そちらの放課後児童クラブでは新卒の人が採用され

て、単発で働いてるわけではなく、就職先としてそこで働いて活動しているというような

お話もありましたし、単なるこどもの居場所ということではなくて、児童健全育成の場な

んですということを明確に打ち出して、そこでこどもたちが育つ環境をつくりたいですと

か、ＩＣＴ化も進めて、とても働きやすい環境をつくっていく取組みなどの事例をその研修

会の中でも報告をいただきまして、そのあとグループワークを実施したんですけれども、

時間が足りないという声が非常に多くて、今後またやるのであれば、ぜひそういったとこ

ろも考えていただきながら時間を使って研修会をやっていただきたいっていう声も多く

いただきました。 

それから、病児・病後児保育につきましても、病児・病後児保育の現場に行って、話を

聞かせていただいて同様の意見があったものですから、そちらについては10月に、こち

らも恐らく初めて県で研修会を開催させていただきまして、約40名の参加があった中で、

病院の先生や実際に現場で病児・病後児保育をされている保育の方について話をして

いただいて、現場での困りごとについて話していただいたんですけど、そちらも時間が足

りないっていう話がありまして、半日ぐらいかけてやったんですけども、それでも短いっ

ていう話だったんで今後どうやるかというのはまた来年に向けては検討していきたいな

というふうに思っているところでございます。 

それからＲ8の方向性についてですけれども、私たちも現場のニーズはやっぱりきちん

と把握した上でやっていくことが、非常に大事だなっていうことを痛感しまして、特に病

児・病後児保育については、制度自体がとても使いにくい制度になってまして、前日に予

約をして、当日の朝から病院に行って、医師の診断書をもらった上で病児・病後児保育



に行くとなると、その時点で昼ぐらいになるっていうお話がありまして、そうなると、もう自

分が休んだほうが早いということでキャンセルをする。でもそうなると、前日に予約した時

点で、看護師さんや保育士さんを雇ってるんだけれども実際当日にキャンセルになると

いう、どっちもウィンウィンにならない状態の運営っていうのが常にやっぱりあるんだなっ

ていうことを感じまして、制度自体は国に色々と伝えていくしかないのですけれども、そ

ういったことをしながら、病児・病後児保育の現場をどう回すのが一番効率的なのか、も

しくは、病児・病後児保育がなかなか受けられないところもありますので、広域調整をど

うやるかとか、そういったところを考えていく必要があるのかなと考えているところでござ

います。そういったところも含めて、来年度、好事例については横展開をできるだけでき

るようにやるっていうことと、制度の隘路については国にも要望しながら、変化を求めて

いくことが大事かなと考えているところでございます。 

それから、「中小企業での『こどもまんなか熊本』の取組みの推進」ということで、当課

のことで申し上げますと、よかボス企業の取組みをやっております。子育てについて、働

きやすい環境をつくっていくということで宣言をしてください、ということでやってきまし

て、今、約１，０７０社になっていますが、当初は気運醸成としてとても効果があったんだと

思っているのですけれども、その後、宣言だけになるものですから、なかなか取組みの評

価がしづらいところもありまして、来年度以降は、振り返る機会を持っていただくような、

制度の運用のやり方を少し変えられないかなということと、よかボス企業さん同士で先

ほどの研修会ではないのですけれども、意見交換をして、こんな取組みをうちはやってま

すみたいなことの横展開が同じようにできる機会にならないかなと考えてまして、そうい

った取組みに変えていこうかなと考えているところでございます。 

それから、「結婚から安心してこどもが生まれる流れをつくる」ということで、継続して

委員を引き受けていただいている方には中間整理としまして、結婚の支援を考えてたん

ですけれども、結婚だけではなく、結婚の前から、それから結婚後、妊娠・出産を線とし

て考えていく必要があるんじゃないかっていうところから、ライフデザインを考える機会を

つくっていきたいということでお話をさせていただきました。私が高校生と話をした時に、

私の友達に今やりたいことって聞くと、〇〇大学に行くとか、〇〇学部に行くっていうの

が私たちの友達の希望であると。なぜそこの大学に行くかとか、なぜその学部に行くかっ

ていうのはあんまり、正直関係なくて、そういったことがある意味ライフデザインのように

なってるので、その彼女は何のために大学に行くかをやっぱり真剣に考えて、大学に行き

たいと聞いたんですけど、なかなかそういった機会がないというのと、友達たちもそんな

ことを考える機会がないって言ってるというようなお話もあり、ぜひ若いうちからそういっ

たことを考える機会をつくれればなっていうふうに思ってまして、彼女も友達とたまにそう

いった話になるととても盛り上がると。でも、なかなか普段はそういったことにならないと

いうようなお話もあったものですから、来年度については、どういったことにどうやって取

り組むかっていうことも含めて、高校とかでデモをやりながら、改良を少し加えていって、

Ｒ9年度以降に本格実施する際にどういった形で進めていくのかを検討していくような

事業を、Ｒ8年度はやってみようということで考えているところでございます。 



それから、ライフデザインもそうですし、不妊治療、産後ケアの充実というところも書い

てありますが、もう1つプレコンセプションケアということで、妊娠をする前の体の健康管

理をやっていくことが非常に大事だということもありますので、今ちょうど、動画を14本作

成しているところでございまして、来年度以降そういったものを公開しながら、高校の授

業とかで、そういったものを使ってもらえるような取組みをしていこうということで、プレ

コンセプションケアの知識とライフデザインを考える機会を連携させながら、取組みを進

めていけないかなと、来年度考えてみたいと思います。 

それから、「庁内外の連携体制の構築」につきましては、基本的には、今年度と同じよ

うな形で取組みを進めるとことになりますが、子ども・子育て会議を開催して、そのあと推

進本部で報告をするという中で、全庁的な意思決定を行っていくことになりますし、業界

団体の意見交換ということで、後程御説明しますが、今年度は19団体他の業界団体の

方と意見交換をさせていただきました。そういったものにも継続して取り組みながら、「こ

どもまんなか熊本」の推進を行っていきたいと考えており、今年度の取組みは、5つの視

点で申し上げますと今言ったようなことをやってきたのですけれども、その中で、情報発

信をする際に、今の県庁のホームページが非常に見づらいというお話もありまして、なか

なか情報の更新頻度も落ちているところもあったものですから、来年度につきましては、

こども・子育て施策を一元管理して、見やすいプラットフォームとして再構築する取組み

を進めることと、ＳＮＳをやっぱり活用した広報についても力を入れていきたいということ

で、5つの視点に共通する取組みということで追加して記載をさせていただいております。

今年度の取組みの状況と来年度の方向性については、以上のようなところでございま

す。 

それから、「こどもまんなか熊本」の取組み状況について、次のページに、意見等への

取組みということで、先ほど言いました「こども未来創造会議」ですとか、もう1つ④番の

ところを見ていただきますと、「こどもまんなか応援団」と書いてありますが、こちらも知事

のマニフェストに書いてありまして、県庁の職員で応援団をつくるということで、県庁の

若手職員でそういった応援団を構成しています。そういったところに意見を聴きながら取

組みを進めてきましたということで、主立ったところを少し概要に書いてありますけれど

も、「こども未来創造会議」は、先ほどの5つの視点で出向く型もしくは座談会型でやると

いうことで、①が出向く型、②が座談会型で開催をしてきました。出向く型は、個人事業、

団体、それから座談会型は、実施時期を見ていただきますと8月23日から9月27日まで

計6回開催し、参加者のところ見ていただきますと5回で111名の方に参加いただいて、

御意見をいただいてきました。それから③の業界団体との意見交換のところでは、7月か

ら9月までに19団体他に御意見を伺いさせていただいたところでございます。それから

「こどもまんなか応援団」につきましては8月27日に県庁の子育て中の世帯も含めて、ど

ういったことに取り組んでいくかというところで意見を伺ったり、前回から追加で言いま

すと1月29日に記載が1つありますが、日本創生のための将来世代応援知事同盟という

ものがありまして、うちで言うよかボスと同じような取組みになるのですけれども、全国

的にイクボスとして取り組むということになっておりまして、本県がリーダー県なので、同



じように「こどもまんなか応援団」の方々に集まってもらって、働き方改革についてどう進

めるといいかというアイデアをもらって、知事も非常に強い思いを持ってこの話を聞かれ

てまして、ぜひ実現するものを上げてくれということで、今、総務部と調整をして、何か取

り組めないかと話をしているところでございます。それから、最後の市町村連携会議につ

きましては、年度当初の5月20日に今年度の取組みの方向性を説明させていただきまし

て、市町村の予算措置の兼ね合いがありますので、11月21日に追加で会議を開催させ

ていただいて、県が考えている方向性について、御説明を差し上げているところでござ

います。 

次が、先ほどの知事と「こどもまんなか応援団」との意見交換の風景ということで、1月

29日に開催した写真ということで、知事とまず最初に話をして、その後お子さんたちも来

ていただいて、みんなでワイワイ話しながら写真撮影をしたというようなところでございま

す。この取組みにつきましては高知県庁でも、同じような取組みをしており、来年度にな

ってからそういった意見交換の様子ですとかを動画でご覧いただけるような形になると

思います。 

それから今申し上げました意見聴取をしながら進めましたということで、それぞれの意

見に対してこういった取組みをしましたということを整理しているんですけれども、基本

的には、先ほどのＲ7の取組み状況の中で御説明したものという形になるのですけれど

も、放課後児童クラブや病児・病後児保育でどういった声があったかというふうなところ

を少し御説明しますと、放課後児童クラブで言いますと、自治体のホームページから料

金とか手続きを調べたけど、よく分からなかったとかですね、もう少し早く学童に関する

情報が分かると安心するみたいなお話があったり、病児・病後児保育についても、制度

がやっぱり分かりにくいというようなお話とか、結婚後も含めたライフデザインの支援に

子育てが楽しいということを若い人に知ってもらいたいと意見があったり、逆に言うと、

大人が結婚のネガティブな情報を発信し過ぎているのではないかというようなお話とか

もありまして、そういった情報をどう出していくのかが大事だということで、ホームページ

のリニューアルをやっていく取組みになっています。 

それから放課後児童クラブの充実については小学校に入る前に学童の様子を見学で

きる機会があるといいという話ですとか、一番下のポツを見ていただきますと、通う予定

の学童クラブの活動内容がやっぱりよく見えないなどの話もあったものですから、市町

村の方にお願いしまして、できるだけそういった機会が持てるように、情報提供をお願い

したいということで、依頼する予定にしているところでございます。それから、その下の放

課後児童クラブの充実のところだと、先ほど言いました研修会を開催し、放課後児童クラ

ブでも情報交換して高めていきたいというようなお話とかがあったことを踏まえて、研修

会を開催したというところでございます。 

次のページに移りまして、病児・病後児保育の充実ということで、同じように研修会を

開催して欲しいというお話があり、そういった研修会を開催したというところと、結婚も含

めたライフデザインの支援というところでは、ライフデザインに若いうちから取組みが非常

に大事だというようなお話ですとか、よかボス企業向けにも、ライフデザインやプレコンセ



プションの研修をしてもらいたいと話がありまして、来年、そういったところを取り組んで

いこうということで計画をしているところでございます。 

その次のページが気運醸成としまして、動画のコンテンツを、目に触れる機会を増やそ

うということで、今は、中心市街地の上通側のサイネージのところで、15秒ぐらいだと思

いますけど、「こどもまんなか」っていうのを前面に打ち出して、まず感度を上げてもらう

ために流すこともやっているところでございます。 

それから、最後、ロードマップのイメージを記載しておりますけれども、今年度から来

年度につなぐところを追加で記載をしております。6月の一番上のところを見ていただき

ますと、6月4日に第1回の子ども・子育て会議を開催いたしまして、③のところ見ていた

だきますと第1回の推進本部が6月18日に開催するという形で、子ども・子育て会議を開

催して、このまま、推進本部を開催するという形で、10月に第2回を開催して、2月のとこ

ろを見ていただきますと、本日、2月27日のところに子ども・子育て会議、それから、第3

回推進本部を3月に開催となっておりますが、3月18日に開催をするということで、この3

月の時点で、「こどもまんなか熊本・実現計画」の具体施策編を改訂するという流れにな

っております。 

それからＲ8年度のところを追加で記載をしておりますが、具体施策編の改定はＲ8年

度も継続する形になりますので、それに向けた手続きを、おそらく今年度のこのスケジュ

ールと同じようなスケジュール感で進めていくというような形になると思いますので、来

年度も3回程度開催するという形になると考えております。 

それから、この資料は前回もお付けをして修正がないんですけれども、「こどもまんな

か熊本・実現計画」につきましては、下の矢印のところを見ていただきますと、今年度は

初年度の実施ということ、Ｒ11年度までの実施期間ということで5年間ということになり、

基本方針編と具体的施策編がありまして、基本方針編については、最終的にＲ11年度に

見直し、改訂の作業を行うという形になります。それから具体施策編につきましては、毎

年見直しを行うということで、今回案をお示しさせていただいて、推進本部で決定すると

いう流れで具体施策編は毎年見直しをしていくことと、数値目標と指標を置いてるので

すけれども、数値目標につきましては最終的にここを達成するという形になりますので、

Ｒ11年度に検証・評価をする形になり、それから指標につきましては、現在どういう状況

にあるのかを確認するための指標になりますので、その時点で確認をしていくのですけ

ども、今年度、参考資料でお付けをしてるのですけれども、昨年、計画をつくった段階で

は、Ｒ5年度の指標とか、まだ古いものしかないところがありましたので、最新のものに置

き直しをしたものをお付けしている状況で、今年1年間取組みを進めて参りましたので、

現在の評価については、来年度に入りまして、皆さんと一緒に確認をさせていただきたい

と思っておりますので、参考でお付けしている状況でございます。早口になりましたが、

説明は以上でございます。 

 

（八幡会長） 

はい。ありがとうございました。この限られた時間で、とても詰め込めないくらいの膨



大な内容、エッセンスをとても丁寧に御説明いただいたかと思います。前期もそうですけ

れどもこちらの会議は、せっかく皆様にお集まりいただいておりますので、ぜひ1回は御

発言をいただいて、お帰りいただくということをお願いしている会議ですので、ぜひ忌憚

のない御意見をこれから頂戴したいと思います。一応15時くらいまでのお時間を確保さ

せていただきまして、今御説明いただきました内容に関しましての御意見、御質問等を頂

戴したいと思いますがいかがでしょうか。 

それでは、多分考えておられるところだと思いますので、幾つかちょっと確認がてらで

すね、御質問をさせていただきたいと思います。 

まず1ページ目のところに、中高生の保育体験を6回今年度実施されたと。多分、中高

生いろんな経験をしていく、特に小さいこどもと接する経験をするっていうものが、将来

こどもを持とうっていうようなことにプラスの効果をもたらすということもデータ的に知ら

れていることですので、できるだけこういう体験的な活動は今後も継続していただきたい

と思っているんですが、Ｒ8の方向性のところにこれがないんですけれども、これは継続

ということでよろしいんでしょうか。 

 

（子ども未来課 緒方課長） 

はい。ありがとうございます。基本的には、継続する方向で考えておりますし、会長が

今おっしゃられたように、中高生が小さいお子さんたちと接するっていうのが、今、家庭

科の授業とかでもありますので、そういった取組みも活用していくのか、わざわざつくる

機会というよりは、普段どう接する機会が増えるかというところも大事かなと思っており

ますので、今後も、教育委員会の方とも話をしながらかなと考えてるところでございま

す。 

 

（八幡会長） 

ありがとうございます。必ず学校の中でもそういう機会を設けるように必須と言う事で

はあるんですけど、実は現状としてはそうでもありませんので、こういう機会を設けてい

ただくと助かる学校も多いと思いますので、ぜひ。 

それと、もう1つですけれども、出向く型とか、いろいろな関係者の方々から意見を聴く

取組み、これは、とてもすばらしい取組みだと思っており、昨年度の取組みについてはも

うホームページに掲載をされていて、情報を得る機会もあるんですけど、今年度の分も

そうしたことで掲載をいただけるのかということと、先ほどもありましたけれども、ちょっと

職場の同僚にこういうのやってるということを情報共有したら、探せないっていうんです

ね。どこにあるのか探せないと。だから見やすくというか、これをもとに、例えば、いろんな

学校で、今、子育てにどういう問題を抱えているのか、今、探究学習とかが盛んですので、

課題のところからプロジェクトにつなげていく探究学習のような活用の仕方もできるかな

あと思っておりまして、ぜひそういう分かりやすいアクセスしやすい掲示をお願いできる

と、とてもこの取組みは素晴らしいので、と思ったところです。 

 



（子ども未来課 緒方課長） 

今日の会議資料もそうなんですけれども、会議資料自体は確かに上がってるんです

けど、分かりづらいっていうのはその通りだと思ってまして、先ほどホームページをリニュ

ーアルするっていうお話もしたんですけれども、ホームページのトップページに行って、

子ども未来課に入って、それと会議のところに入って、その後、会議資料の中の方みたい

なものがあるものですから、階層をいくつもくぐらないとそこに辿りつかないという状態

になってまして。それでは、多分、誰も見てくれないというのがありまして、そういう意味

では、直感的にそこに行って、2段階ぐらいでそれが大体何となく見れるような構成にで

きないかなあということで、今考えてるところです。そういったところも、会長からいただ

きました御意見も含めて、また、子育ての施策自体もそういった状況があるものですか

ら、直感的にこれについて知りたいっていうと、ある程度、クリックすると何となく分かると

いうぐらいのものにならないかなと考えてます。少しお金をかけて今のお話がどういった

形でできるか、一覧でパッとこう見えるほうがいいのか、その辺りも含めて検討させてい

ただきたいなと思います。 

 

（八幡会長） 

よろしくお願いいたします。ということでいかがでしょうか。お願いいたします。 

 

（真島委員） 

すいません。令和8年度の方向性のところの、保育士さんの潜在保育士の掘り起こし

っていうのも分かるんですけれども、こども家庭庁の予算の中に、地域限定保育士もあ

るとは思うのですが、九州の中で取り組んでるのは福岡県だけとは思うんですけれども、

熊本はそういった取組みを公募なさらないのかっていうことが1点。 

あと、うちの保育園の職員が10月19日に出産して、相手のご主人が県の教育委員会

管轄の先生だったんですけれども、そこで、せっかく育児休業とったんだから手取りを原

資と同じように手取り10割相当にっていうのがあり休みました。11月10日から休んで、

11月21日までの期間だったのですが、勤労感謝の3連休だったんですね。なので、14日

間とらないと、手取り10割にならないんですけれども、実際それを数えていくと10日しか

ならなくて、3日間は本人の都合で休んだと。おそらく、許可を出していただいた方も14

日以上休みでなければいけないっていうこと、多分あんまり御存じないということであれ

ば、そういう啓発をしていただいてるハローワークにそういった申請をしに行っても、2日

間でありません、いやいや、土日と祝日と合わせてこれ3日あるので、ただ、期限としては

21日までになってるので、これはどうにかなりませんかって。ただ、当然ならないとは思う

んですけれども、何かもう少し、こう集中していただく部分に関してはせっかくこども未来

戦略にもあって、ご主人も休みましたっていうことでなるのであれば、周知徹底とまでは

いきませんけれども、もう少し何かこう、やっていただくとよかったなというふうに思いま

した。地域限定保育士についてはちょっと教えていただければと。 

 



（子ども未来課 緒方課長） 

地域限定保育士の取組み自体が特区であったものを全国的にというふうな確かに流

れがありますので、継続していくいうことは非常に大きいと思ってますし、ただ試験自体

をそれぞれでやるっていうところもありますので、そこをどのように実施するのかまでに

まだ行き着いてないものですから、やりますっていうところまで打ち出せてないんですけ

れども、今後検討が必要だっていうことについては認識がありますので、これから考えて

いきたいというふうに思ってます。 

それから今言われた、手取りの10割相当がもらえるというような制度になってますの

で、打ち出して、確かに制度としては間もないところはまだあるのかもしれませんけれど

も、そういった意味でも、先ほどのホームページの改定の部分で、どう伝えていくかとい

うことと、ただ、なかなかそこの細かいところまでをどう伝え切るかっていうのはあると思

いますので、逆に言いますと事業所等の中できちんと周知がどう行き届くか、例えば県

庁の中でそういった周知する際に、どういったものを伝えていくのがいいのかとかも当

然あると思いますので、そういったところも工夫の余地はあるのかなと思っていますので

検討してみたいと思います。 

 

（八幡委員） 

はい。ありがとうございました。他にはございませんか。 

 

（松本委員） 

すいません。私もこの会議に出るのに「こどもまんなか」ってどれぐらい書いてあるのか

なってホームページを探しても探しても、結局、今年度何をされたのか分からないってい

うような状況があって、本当に会長もおっしゃったように、この情報発信ってすごく重要

で、特設サイトをつくった方が多分手っ取り早くいけるんじゃないかなと思ってますが、多

分県庁のホームページのままでいったら、多分よく分からない形になるのじゃないかなと

思うので、そこについては本当に力を入れてもらえればと思ってます。 

それともう1つ、やはり、経営者協会という立場で企業側としてもこのよかボス企業の

登録等々を初めとして、ブライト企業だったり、くるみんだったりえるぼしだったり、様々

な認定制度があって、それぞれが、取っただけでいけるものもあれば、認定を引き続き取

得するための仕組みが複雑すぎて大変っていうところもあったりするので、今回この、よ

かボスに対して、今後どうしていくのかという取組みを考えたいというところでしたけども、

ちょうどいいぐらいの、引き続き、認定というようなところで検討していただければなと企

業側としては思います。やはり、企業側としては、人材確保みたいなところでいろんな認

定制度がＰＲできるっていうのもありますし、やはりこの人材難の中で結婚後とか産後と

か、いろんな形の従業員を確保していくために、様々な取組みをしていくっていうところ

には力を入れてるので、企業側も努力しやすいような、何かそういう形がつくってもらえ

たらなというふうに思ってます。去年は、九州各県と九州経営者協会等で「イクドリ！」と

いう、育児休業を取るっていう認定制度も始めましたので、そちらの方にもちょっと力を



入れていきたいなというふうに思っています。以上です。 

 

（八幡委員） 

はい。ありがとうございました。いかがですか。 

 

（子ども未来課 緒方課長） 

また、ホームページについては、もう独立したサイトとして立ち上げようというふうに思

ってまして、本当に視覚的に分かりやすく、なおかつ、階層をつくらずという形がつくれる

かと考えていますので、もしかしたら、来年度のこの会議の中で今こんな感じですってい

うのはお見せする機会があれば、御意見いただきながらとも思います。 

よかボスにつきましては、それこそ、これまでだと宣言だけという状態でしたので、ブラ

イト企業は、認証を受けた後で更新するという形もありますので、とはいえ、これまでの

気運醸成だと、宣言だけでいい、それだけやっていこうという気運をつくっていくのは、

そういう意味で効果を上げたのかなと思っているのですけれども、その実際の効果とな

ると、疑問符がつくところもありますので、ただ、認証制度にしようとは思ってなくて、緩や

かな制度なのだけれども実情が伴っているかという、ところをどう担保するのか、例えば、

3年経過後に宣言内容について今どんな感じでやられてるかっていうのを社内でちょっ

と話し合ってみてくださいとか、別に再度認証を受ける必要はなくて、認証としてはその

まま継続でその内容だけちょっと確認させて欲しいみたいな形で、何か少しずつ風土が

変わって来てるとか、そういったところで少し意識が変わってくるといいなと、そのぐらい

がねらい目かなって今思ってますので、そういったところにも、また御意見をいただけれ

ばというふうに思ってます。 

 

（八幡委員） 

はい。ありがとうございます。なかなか認証も国のくるみんはもうできてから何年もた

つのにわずか30社ぐらいしか認証受けてない。だけどよかボスは、わずかな期間の間に

1,000社を超えるというようなことでハードルが低い、管理職の方の意識を変えるという

ようなところの効果を狙っていると。なので、やっぱり認証の種類によって目指すところが

違うんですよね。そのあたり幾つもあって大変だというところかもしれませんが、よろしく

お願いいたします。 

他にはございませんか。 

 

（香﨑委員） 

私も前回の会議でも少しお伝えしたかと思うんですけれども、よかボス企業があるっ

ていうことは私もこの会議を通して十分分かったんですけど、それがどれだけの若い人

たちに伝わってるかっていうところがやっぱり一番問題で、認証をどれだけ受けても、そ

れが伝わってないと結局、県外に行ってしまうところがあるので、分かりやすいような、伝

わりやすいような普及の方法を少し御検討いただけないかなとは思います。 



あともう1個は、こども・若者が幸せに暮らし成長できるようにするところの潜在保育士

の対応ってすごく大事だなと思うんですけども、一旦辞めてしまうとなかなか戻ってこな

いっていうので、もちろんこの選択肢は大事なんですけど、一方で、辞めないっていうこ

ともすごく大事だと思うんですね。ここで議論できるかどうか分からないのですけど、や

っぱりその働き方とか、処遇改善もそうですが、結婚しても続けれるような、例えば不妊

治療してても続けれるような職場であるために、どういう改革が必要なのかっていうこと

はこの会議だけではなくて、やっぱりいろんな団体とも調整しながら御検討いただきたい

と思います。 

もう1個ありまして、放課後児童クラブの充実っていうところで、いろんな意見が出てい

るんですが、質問にもなるんですけど、これまでこういった意見を吸い上げる機会は無か

ったと捉えて良いのでしょうか。なんか、それはすごく問題だなと思っていて、職種でいろ

んな団体があってそこで意見を吸い上げるような仕組みが整っていると思うんですけど、

病児保育なり、やっぱり学童なり、そこは非常に重要な位置を占めてるなと思うので、ず

っと県が主体で座談会とか出向く形をされるわけではないと思うのでそういったものが

ゆくゆくは、すぐではないですけれども、そういう意見を吸い上げて改善していけるよう

な、そういう取組みっていうのが今後必要なんじゃないかなというふうに思いましたので、

お尋ねと意見です。 

 

（子ども未来課 緒方課長） 

ありがとうございます。よかボスについては、私たちもそういったところが非常に大事

だなと思ってますので先ほどのホームページとかで、よかボスの取組みとして、実際頑張

って取り組んでいらっしゃる企業もたくさんありますので、そういったところをクローズア

ップして、表に出していくとかが大事かなと思います。分かりやすく、表に伝えていくかっ

ていうようなところについては今後工夫をしたいなというふうに思ってます。 

それから潜在保育士さんがいらっしゃるというのは当然その通りで、そこからなかなか

現場に帰ってこられないっていうのも、今回取り組んでいて分かりましたし、それからす

ると、今いる1万5,000人の人たちにどう辞めてもらわずに継続して働いてもらえるかっ

て、とても大事な取組みだと思ってますし、処遇自体もだいぶ改善をされてきている、昨

年12月の5.3％の改善でもありまして、昨年10.7％改善されていると思いますので、他

職種の平均と比べてもそんなに遜色がないレベルには来てるっていう状況あるものの当

然まだ低い状況でありますので、そういったところをどうやっていくかっていうのは非常

に大事だと思ってます。 

それから、働きやすい環境、休んでもまた戻ってくれるっていうようなところについて

は、そういった代替職員を採用するような制度があったりとか、補助者を採用するとかい

うのもありますけど、なかなかうまく活用できるところまでいってないという御意見も確か

にありますので、そういったところをどう改善していくかというのは、国にも要望を出しな

がら検討が必要と思っています。 

それから、声をどう聴いていくかのお話もありまして、今、出向く型ですとか、また座談



会型みたいな形で声を聴いているのは確かに、こどもまんなかを標榜してからっていう

ことではあるんですけれども、ただ、だいたい団体さんの中でそういった声を拾っていた

だいて、こういった改善をしてもらいたいっていう御要望は毎年いただいてますので、そ

ういった中には現場の声が反映されてるのかなとは思うんですけれども、今、私たちがや

っているようなレベルで細かいところまでそこを聞けるかっていうと、なかなかそれは難

しいと思うのですけれども、今後、放課後児童クラブ、病児・病後児を研修会を初めてや

ったと言いましたけど、前にやった記録があるのかどうかがちょっと定かではないので、

そうなんじゃないかって言ってるんですけども、今後、継続していくっていうことになると、

そういった中で私たちもそういった声を聴くこともできますし、当事者間でもやっぱりそ

ういった情報交換の場がないっていうのが、今回やってみて初めて分かったことでもあ

りましたので、そういったところをどう継続していくかっていうのも大事かなというふうに

は考えているところです。 

 

（八幡会長） 

ありがとうございました。何か関連して、御意見ございませんか。 

 

（桑原委員） 

3ページの5つの項目の、最後の市町村との連携会議について、これはすごく大事じゃ

ないかなと思います。私は県南の方の田舎ですが、ちょっと言いづらいのですが、近隣の

市町村と、私の町では、保育についても子育てに関係する施策についても、温度差がだ

いぶ違うところがあります。私のところは恵まれています。しっかりと町の担当者と話し合

う機会を持たせてもらって、今はこうですよと、コミュニケーションができるんですね。市

町村の担当の部署は、若い職員さんが入って、3年ぐらいそこにおられますけど、覚えた

かなと思うころに異動がありまして、それで、中堅の係長、課長クラスの方も２、３年で担

当を代わっていかれる。それで、具体的な少子化の現状について、これは大変な状況だ

って思うようになった頃に別の課に行かれる。これは仕方がないことかもしれませんけど、

熊本県の子ども・子育て会議がもう何年も開催されて、蓄積したこの資料や取組みがあ

りますので、県と市町村の連携と理解をさらに進めていただいて、子育て支援の気運を

醸成するっていいますか、世の中のみんなで、こども・子育てが大切だという感じが出来

ればと思います。市町村との連携会議は、去年2回、5月と11月に行われていますが、各

市町村の現場で直接担当している若い職員さんたちが、このようなこども子育ての政策

や取り組みを理解して実践することがとても大切です。そして、自分の業務窓口で相談

に来る方々、例えば保育施設や支援センターを利用する方、もしくは、その町村の保健セ

ンターのベテランの職員とのコミュニケーションをしっかり取るとかですね。やはり、子育

ての現場に根元に関わるところをしっかりと繋いでいくようなシステムっていうか、令和８

年度に向けて、現場に繋ぐ意識大事だと思います。以上です。 

 

 



（八幡委員） 

普通、やっぱり実働は、市町村で中心になって進めていただく必要があるかと思いま

す。ぜひよろしくお願いいたします。他にはよろしいですか。 

 

（東委員） 

御説明ありがとうございます。私は労働者側の視点になるのですが、企業が子育て支

援の制度を充実させていくことは、とても重要だと感じています。中小企業に対して制度

の整備を呼びかけることも必要だと思います。 

私の出身単組はある程度制度が整っているため、100点満点とは言えないものの、子

育てに関する色々な支援を受けながら働くことができています。しかし、中小企業では制

度自体が整っていない場合も多く、その結果、子育てを理由に会社を辞めざるを得ない

ケースもあるのではないかと思います。 

そこでお伺いしたいのですが、中小企業が子育て支援制度を導入しにくい理由として、

どのような課題や意見があるのでしょうか。また、もしそれらの課題を改善するための取

組や考えがあれば、教えていただければと思います。 

 

（子ども未来課 緒方課長） 

ありがとうございます。先ほど言いました19団体他との意見交換をまず実施するとい

う中で、商工労働部の方が、アンケートをとっており、今画面で出てる部分でいきますと、

令和6年度と7年度を比較して出してもらっているのですけれども、比較でいうと子育て、

結婚、出産、子育て中も働きたいと思える環境づくりに向けた取組みを行ってますかとい

う問いに対し、令和７年度の方が増えてますので、そういった流れが生まれてきてるとこ

ろですとか、次のところでいきますと、昇任・昇給とかに影響がありますかって言う問いに、

昨年度と同様、過半数の企業は昇任・昇給には影響を与えないと回答しているですとか、

育休を取得しやすい環境にありますかっていうところでいきますと、かなり増えてきてる

状況もあることが見えてきてると思うんですけれども、今の育休のところで言いますと、

やっぱりもともとの人数が少ない企業さんとかになると、やっぱり、なかなかそれを代替

してもらえる環境ができにくいっていうのがあって、なかなかそういった制度を使いづら

いっていうふうなところもあるという御意見もありますので、従業員数が多いところは単

純に取り組みやすいっていうところがありますし、そこはなかなか人数が少なくなってく

ると難しいっていうのはあるという、お話を聞く中でもありますし、私たちも肌感覚として

もそういったところを感じているというところです。 

 

（八幡会長） 

ありがとうございました。はい。参考にしていただければと思います。それでは他に御

意見がないようでしたら、ここまでの御意見の内容でもって事務局にお返ししたいと思い

ますので、今後の参考にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

では次の議事に進めて参りたいと思います。次は、議事の（3）「こどもまんなか熊本・



実現計画」（令和8年度具体施策編）素案について、事務局の方からまずは御説明をお

願いいたします。 

 

（子ども未来課 緒方課長） 

「こどもまんなか熊本・実現計画」令和8年度の具体施策編の概要ということで説明を

させていただきます。資料3として本編をお付けしてございますが、ページ数も多いので、

資料2の概要編の方で説明をさせていただきたいというふうに思います。 

上段の方の黒枠の中に、関連予算は2月定例会に提案中ということで書いてございま

すが、今、開会しています議会の中で、予算提案をしてまして、3月末ごろに通れば予算

がつくという流れになります。それから星印がついたものがございますが、新たな取組み

ですとか、拡充をしてる部分が星印のついた部分ということになりますので、その部分を

主に御説明をさせていただきたいと思っております。左側見ていただきますと重要事項と

いう上段に記載がございますけれども、こどもまんなかの基本方針編の柱に沿ってつく

られておりますので、その重要事項の柱に沿って取りまとめてる資料という形になりま

す。 

一番上のところ見ていただきますと「こどものライフステージに応じた支援」ということ

で、真ん中の白抜きのところを見ていただきますと、左側で快適な交通環境をつくるとい

うことで、後半の部分で渋滞解消に向けた公共交通機関を利用した通勤等の行動変容

の推進等ということで書いてありますが、特にＴＳＭＣの関係とか、熊本は交通渋滞がひ

どいというようなお話もありますので、そういったところに向けて、地域交通の再編です

とか、最適化を行っていくというところで調査をかけたり、そういったところを変えていこ

うという取組みが入ってきております。それから、右側のいじめ、不登校の対応のところ

見ていただきますと、後段のところでいじめ不登校等様々な課題に対する私立学校への

支援ということで、スクールソーシャルワーカーを配置することはこれまでもやっているん

ですけれども、それに加えて、今後スクールロイヤーとの連携を図ることも見据えて、取

組みを検討していきたいというような流れを今後、つくっていくところがございます。それ

から、左下の放課後の居場所づくりということで、これにつきましては先ほど申し上げた

内容を来年度も継続していくということで記載をさせていただいているところでございま

す。 

それから、その下の「若者の夢が実現できる環境整備」で、左のところでいきますと県

内就労・就業応援ということで、先ほどのブライト企業等の魅力の発信ということで、よか

ボスも含めて、どういった形で情報提供できるかというところは検討していきたいという

ふうに思いますし、最後の就職する若者の奨学金等の支援は、そういったところをやって

いくことで県内の就労支援を含めて拡充をしていくと考えているところでございます。そ

れから右側の雇用と経済基盤安定のための取組みの対応ということで、価格転嫁の手

法を学ぶ講習会の開催ですとか、経済対策でも出てきておりますけれども、事業者の賃

上げ等環境整備に向けた伴走型支援を行う職業団体への助成ということで、講習会を

開催したり、あとは専門家等を派遣して、そういったことを実施するところに対する助成



を新たに考えているところでございます。 

それから、その下の「希望を叶える結婚・妊娠・出産への支援」ということで、左の一番

上はライフデザイン支援ということで、先ほど申し上げましたが、就職や結婚・子育てを含

めた人生を考える機会を若い人に提供するということで、来年度、デモとして事業を実施

しながら、令和9年度以降の本格実施に向けて検討したいというところと、若い世代に向

けたプレコンセプションケアの普及啓発ですとか相談体制をつくるということで、プレコン

の動画配信をしていき、学校で使っていただくようなこと。それから、ＳＮＳを活用した相

談体制などを実施していきたいと考えているところでございます。それから、その下の結

婚支援の推進ということで、出会いの機会の創出を行う市町村に対する助成ということ

で、結婚支援の取組みの直接支援については市町村でやっていただき、広域的な啓発

については県が広く行うという整理をさせていただきまして、市町村がそういった取組み

をする際に、助成をしていくという形で整理をした上で事業を実施すると考えているとこ

ろでございます。 

それから、右側の周産期医療体制の充実ということで、遠方分娩取扱施設への交通

費、宿泊費の支援というところで書いてありますけれども、妊娠をした際に健診等も含め

て、車で概ね60分以上かかるようなところについては、交通費とか宿泊費を出すという

形の制度がありますので、それを活用してやるんですけれども、車で60分だと分娩取扱

施設まで、だいたい行ける状況がありますので、通常分娩であればなかなか対象になら

ないんですけれども、ハイリスクの方については、周産期の母子医療センター、熊本市内

に4ヶ所ありますけれども、そこまで来ないと、その分娩取り扱いができないというところ

もありますので、そういった場合については1時間を当然超えてくるところがありますの

で、そういった支援ですとか、研修も含めて、今後は、不妊治療を行う際についての交通

費も出していくという流れになってますので、そういった取組みを強化していこうと考え

ているところでございます。 

それから、「あらゆる家庭のニーズに応じた支援」ということで、左側の家庭教育支援

の充実ということで親の学び講座はこれまでもありましたけれども、その後段のところの

高校生による放課後子供教室での高校生ボランティアの活用による人材確保ということ

が書いてありますけれども、新たにつくった事業でございまして、高校生県議会で、高校

生がぜひそういったところに自分たちも関わりたいっていう意見もあったことと、あと知

事が「お出かけ知事室」という取組みをしておりますけれども、知事が直接出向いて御意

見をいただく中で、大学生がそういったところに関わっているという事例の話もあって、

放課後児童クラブもそうですけど、放課後子供教室もどう人材を確保するかと工夫され

ているという部分で、こういった活用の道が開けないかっていう1つの提案として取組み

をしようとなっているところでございます。 

それから、民間企業が取り組む子育てしやすい職場環境づくりということで、短時間、

短期間の勤務のスポットワークの活用ですとか、短時間正社員制度を創設するとか、そ

ういったところを検討する際の助成などを行うところですとか、女性が働きやすい環境と

いうことで、更衣室ですとか、休憩所とか、そういったものを設置するところへの助成など



を検討していくというふうなものを挙げてあります。それから、左下のところに県庁が率

先して取り組む職場環境づくりということで、先ほどのイクボスの話もそうですし、応援

団からも話を聞いてということもありますが、そういった取組みも来年度以降も継続して

取り組んでいきたいと考えております。 

その右側の、家族共通の意向を考える障がい福祉サービスの枠組みづくりということ

で、家族単位の支援の充実と書いてありますけど、これまでだとその人に対するケアプラ

ンはありましたけれども、ファミリーとしてのプランを立てて、家族全体としてどう支援して

いくかを考えていこうということで、障がい者支援課で考えている取組みがございます。 

それから、「特に支援が必要なこどもへの支援」ということで、左側の真ん中、児童相

談体制の強化ということで、こども家庭ソーシャルワーカーの配置と書いてありますけれ

ども、こども家庭庁が認定資格として持っている、こども家庭ソーシャルワーカーの研修

費用の助成ですとか、そういったことをすることで、配置の促進に繋がらないかというこ

とですとか、その下の困難な問題を抱える若年女性の支援ということで、民間団体の強

みを生かした、困難な問題を抱える若年女性への支援ということで、ＳＮＳでの相談を受

け付けるとか、アウトリーチで相談を受けるような体制に持っていくとか、居場所の提供

ですとか、自立支援などを行っていくという取組みなどを挙げております。 

それから右側の医療的ケア児の支援ということで、通学時ですとか修学旅行の時に看

護師さんが同行する支援とか、そういったものを掲載しているところでございます。 

それから一番下の「施策を推進するために必要な事項」ということで、左側の幼児教

育・保育に携わる人材不足の対応というのは、これまでずっと言われておりますが、引き

続き対応するところと、その下の教職員の働き方改革のさらなる推進のところにつきまし

ては、教員業務支援員ですとか、教頭マネジメント支援員ということで、学校、特に教頭

先生が忙しいお話もありまして、そういった教頭先生の業務に特化してマネジメントを支

援する事業も考えて、それから、先ほど言いました右側の「こどもまんなか熊本」の情報

発信の強化ということで、ポータルサイトを立ち上げてそういった情報発信をしていきた

いということですとか、ＳＮＳの情報発信というようなところも力を入れていきたいと考え

ております。 

それから「こども未来創造会議」による意見聴取ということで、私どもがやっているこど

もまんなかについては継続しますが、くまもと教育プランに関することについても教育委

員会の方で、そういった意見を聴きながら取組みを進めたいというお話があってますの

で、そういった内容を記載させていただいております。 

特に新規で進めていくところについては以上でございます。 

 

（八幡会長） 

御説明ありがとうございました。それではただいまの御説明について御意見、御質問、

あるいはこういったところも少し深くお尋ねになりたいということなどがございましたら出

していただけますとありがたいですが、いかがでしょうか。 

 



（岡田委員） 

特に支援が必要なこどもたちへの支援のところで、この医療的ケア児の支援の中で通

学時の看護師同行とか、修学旅行への看護師同行といったところは、校内にそもそもい

らっしゃる看護師さんとは別の看護師さんをつけるっていう、そういう補助という理解で

よろしいですか。 

 

（子ども未来課 緒方課長） 

細かいところまでは私もよく分からないところがありますけれども、医療的ケア児の付

き添いの状況っていうところでいくと、学校のみでの付き添いっていうところと、学校とそ

の通学とか登下校時の付き添いでやってるところもあるし、登下校のみていうところもあ

ります。全くやってないっていうようなところもあるので、両方あるっていうことは、両方で

きる体制がだいぶ整っているということだと思います。 

 

（岡田委員） 

ということは、学校に行ったら、学校の看護師さんがいらっしゃって、この登下校の時

には、そのうちの方が申請ができるみたいな感じですかね。訪問看護みたいな感じの申

請できるとか、あと、今、たぶん、熊本県の医療的ケア児のお話とかでも、よく修学旅行

の時に、働き方改革で学校の看護師さんが同行できずに断念されたり、おうちの方が付

いて行かれたりっていうようなことがあっているらしく、熊本市は教育委員会が3人看護

師さんを雇っていらっしゃるらしいんですよね。だからその方々が派遣されて行かれるら

しいですけども、熊本県の市町村だとなかなかそういうふうにいかないので、修学旅行

を断念するお子さんが多いっていうのをちょっと聞いたものですから、宇城市の医療的

ケア児の会議の中でも、そういう話が出たものですから、ちょっと確認したかったんで

す。 

 

（子ども未来課 緒方課長） 

そこのところ、バトンを渡した形でやられてるのか1人の方がそのままいけるのかって

いうところで、ちょっと私も分かりませんので制度と実態を少し確認させていただいて、

後日、御報告させていただければと思います。 

 

（八幡会長） 

貴重な情報ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。お願いいたします。 

 

（備海会長） 

保育協会の備海です。今の説明がちょっと無かったのですが、資料３の11ページのと

ころで、3歳未満児の子と家庭で子育てをしている方の内容が載ってるんですが、来年

度から、こども誰でも通園制度がスタートして、県内の各市町村で実施されることになる

と思うのですが、そういったものもやっぱり重点施策というところにぜひ入れていただい



て、県民の方々に知っていただかないと広まらないと思いますので、施設側は実施しま

すけれども、そういった周知をお願いをしたいなというのが1点です。もう1点が12ページ

の方に性暴力の文書が少し書いてあるんですが、この書きぶりもちょっと気になるなって

いうのが、性暴力の加害者、被害者にならないよう、幼児期から自分や相手の体を大切

にできるような取組みを推進しますとあるんですけれども、やはり、こども、特に小さいこ

どもは被害者にならないようにっていう部分はなかなか難しいと思うので、こういったこ

とが県内でも今年度起こってしまっていますけれども、やっぱり社会的にそういったもの

があってはならないという意識とか、やはり保育とか教育施設でしっかり日本版ＤＢＳな

ども踏まえて取り組んでいくという、大人側の意識改革みたいなところとか、そういった

土壌づくりってところが大事かと思います。そういった点で研修会の開催であったり、い

ろんな施設が関わる部分ですので、熊本のこどもたちが安心して施設に通えるような取

組みをお願いしたいなと思います。以上です。 

 

（子ども未来課 緒方課長） 

こども誰でも通園制度については、本格実施に今度からなりますので、当然大事な事

業になっていくと思ってます。今回そういう点では申し訳ないのですけども、予算との兼

ね合いのところがメインになって表に出てきてるものですから、なかなかそこが表に出て

きてないというところありますが、来年度以降については、実施状況も踏まえて、研修会

とか誰通については実施していくという流れになっていくと思います。 

それから、性暴力のところにつきましては、確かに県内でも関心もありますし、そこの

書きぶりのところは、将来的にそうならないように小さい時から教育をやっていくという

のが大事だっていう意味合いで書いてあるところだとは思うのですけれども、日本版ＤＢ

Ｓも年末から実施になりますし、誰通とも同じように、そういったところを今後どう県内で

やっていくのかというのは県下全域で取り組むべきものだと思ってますので、また協会さ

んの方でも研修会等もやられてますんで、一緒になってその辺りをどう進めていくのが

いいのかというのは、また検討していただきたいと思います。 

 

（八幡委員） 

星印がついていないけれども、もうちゃんと取り組むということでございますので。あ

りがとうございました。他にはいかがでしょうか。 

 

（澤田委員） 

天草は割と出産に関して病院も少なく、しかも、低体重児が多いっていうのをよく聞い

て、お母さんたちからもたくさん相談受けてるんですけど、この産後ケアの広域体制の整

備について、県内の広域調整の実施っていうところを知りたいんですけども、よろしいで

すか。 

 

 



（子ども未来課 緒方課長） 

天草ですとか、水俣・芦北は、産後ケアの体制っていうのは、確かにそこで受けられる

かっていうと、受けられる施設がないっていうところがあるものですから、里帰りとかいう

ことも含めて、県内で理想的には一本の契約ができてて、どこでも産後ケアが受けられ

るっていう体制がつくれるっていうのが一番理想的かなと思っているんですけれども、今

いろいろ実態を調べたりとかする中で、料金がバラバラで違うとか、サービスの内容から

違うとか、そこを調整するかというのがちょっと時間がかかるなっていうところはあるんで

すけれども、県下全域が難しいということであれば、地域的に小さな単位の、地域でまず

は隣の町に行ってもらうとかいうような形はあるんだと思うんですけど、そういった形で

産後ケアが受けられる広域的な体制をとるところについては、おそらくそれぞれの市町

村でやることは難しいと思いますので、県がそこに間に入ってこういった体制がとれない

か、料金体系はこういうふうにできないか、サービスの内容をこういうふうにできないか

っていうのを、調整していくということを今後やっていきたいとという意味合いで、広域

調整という表現をしています。 

 

（八幡会長） 

ありがとうございました。いかがでしょう。吉田委員お願いいたします。 

 

（吉田委員） 

私は発達障害関係のお子さんを持つ保護者さんとお話する機会が多かったり、子育

てに悩まれる保護者さんとお話する機会があるんですけれども、先ほどのお話しも踏ま

え、今回のところでも放課後の居場所づくりの部分なんですが、放課後児童クラブに行

かれつつ、療育の方も通っている保護者さんいらっしゃるんですけれども、今年度研修

をされ始めたっていうところもあって、発達障がいの理解を求めていくっていうところは、

いろんなバックボーンをお持ちの支援員の方々がいる中で、どう関わっていいか悩んで

いるっていうふうに放課後児童クラブの職員さんからもお伺いしますし、実際に行かれて

るこどもさんたちも、環境として人数がたくさんいる中にいなければならない。そこにどう

しても、放課後デイサービスに行く日数がなくってどうしても併用しないといけないお子

さんたちが、居場所っていうところをどうするといいかなって保護者さんも考えられてい

て、そこで正職員で働いてたのをパートに代わられたりとかお仕事を辞められたりするっ

ていう話はよくお伺いするところであります。いつもお母様たちとお話するときに、放課後

児童クラブと療育の間の何か居場所があるといいなあっていうのはお話を聞くところで

はあります。多分学校の人員配置よりもとてもお子さんの人数も多い、狭い中で多いっ

ていう状況が、どのクラブにもあるんじゃないかなって思ったところでありました。 

また、「あらゆる家庭のニーズに応じた子育て支援」っていうところで、家庭教育支援

の充実で、親の学びの講座っていうところもあるんですけれども、今お母様たちとお話を

する中で、こどもたちとどう遊んでいいかわからないと御相談されるお母さんたちいらっ

しゃるんですよね。やはり動画を見せて過ごしている。でも、おもちゃがあるんだけど、ど



うおもちゃで遊ばせていいかわからないとか、言葉が出ないんだけど、どう声をかけてい

いかわからないとかですね、そういったお声もよくお伺いをします。お母さんたちが、ご自

身が幼少期に親に遊んでもらっていた時代ではなくなってきてる共働きのおじいちゃん

おばあちゃんたちがいる中で生活してこられてたお母さんたちに今流れている状況で、

何か自分のお子さんと遊ぶってどうしたらいいんだろうって悩まれてるお母様たちが増

えてきてるなと思うと、何かこういう親の学びの講座っていうのが、何かその学ぶ機会と

か知る機会っていうところを、平日だとどうしてもお母さん達やっぱり難しくって、お休み

にお母さんたちの通えるような機会だったり行けるような時間帯だったりで、何か楽しみ

ながらそういう講座が何か広がっていくといいなというふうに思ったところでありました。 

あと、もう1つ、家族共通の意向を叶える障がい福祉サービスの枠組みづくりっていう

ところで、家族単位の支援充実ってとても大事でですね。どうしてもお子さんにスポット

が当てられがちなんですけれども、もうそれはすごくいいことなんですが、ただ困り感を

持っていらっしゃる保護者さんもいっぱいいらっしゃって、家族全体で困り感を持ってい

るお子さんたち、御家族が多いんですよね。それが、特に支援が必要なこどもへの支援っ

ていうところにも関連しているのかなと思うんですけれども、何か家族をみんなでサポー

トするような支援っていうところは、ぜひ充実させていただけるといいなというふうに思っ

てお話を聞かせていただきました。以上です。 

 

（子ども未来課 緒方課長） 

放課後児童クラブと放課後デイサービスの間みたいな感じのものっていう、何かイメ

ージありますか。 

 

（吉田委員） 

すいません私も正しいかわからないんですけれども、放課後児童クラブはやっぱり異

学年で、大人数のお子さんたちの中に、狭い空間の中にいっぱいいらっしゃって、あと、

見守っていただける支援員さんが、基準がどれぐらいの配置基準なのかちょっと不勉強

でわからないんですけれども、いらっしゃるんだけれども、どうしても高齢の方が支援員

になられている放課後児童クラブさんが多いのかなと思うんですよね。そうすると、こど

もたちが体をいっぱい動かして遊びたいんだけど、今は外に出てはいけないよとか、ちょ

っと制約がちょっと多いのかなと思うんですけど、そうなると何か人員の配置基準とか、

その人クラスの定員数とかがもう少し厳密に、何か小さい規模の児童クラブがあるとい

いのかなっていうふうには、私の個人的な思いなんですけれどもあります。 

 

（子ども未来課 緒方課長） 

具体的にどうできるか今答えを持ち合わせていませんけれども、放課後デイサービス

も含めて少し話をしてみようかなというふうに思いますし、親の学びのところでいきます

と、熊本家庭教育支援条例というのを県独自につくってまして、親の学びを進める取組

みもされてますし、家庭教育支援員の方たちもいらっしゃいますので、そういったところと



どう連携してやっていくかというところを考えてみるのかなというふうに思います。 

それから、障がい当事者家族単位の支援の充実というところでいきますと、今年度、

取組みを考えてこれから実際動いていく段階ですので、そういった御意見があったって

いうのを担当課の方につないで、ぜひ進めてもらうようにお話をしていきたいと思います。

ありがとうございます。 

 

（八幡会長） 

ありがとうございました。多分冊子のどこかにこどもの居場所づくりに関してこども食

堂の助成に関する内容はあったと思うんですけど、もっと多様な居場所のアイディアって

いうのがあってもいいかなあと思いながらは拝見したところです。ありがとうございまし

た。他にはいかがでしょうか。 

 

（岡田委員） 

多分、第三の居場所事業っていうのがそれに当たるんじゃないかなと思います。多分、

熊本県下で10ヶ所ぐらい拠点があると思うんですけども、こどもの第三の居場所ってい

うところで、日本財団が推進してるんですかね、誰一人取りこぼさないっていうところを

前面に打ち出しているところだと思います。 

 

（八幡会長） 

ありがとうございます。狭間にいるようなお子さんたちのニーズとかを上手く取り上げ

ていただけるとありがたいなと、今後、御検討いただけるとありがたく思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

保護者さんの方からもお声をいただきたいなあと思うんですが、まずは先輩の橋本委

員からいかがでしょうか。 

 

（橋本委員） 

熊本県ＰＴＡ連合会の橋本です。今、吉田委員の方からあったんですけど、私たちＰＴ

Ａという立場で、非常にちょっと心苦しいところもあったんですけど、ＰＴＡの方で親の学

びを県の社会教育課の方と一緒に取り組んで推進してやってるんですけど、我々のＰＴ

Ａの中でも、この親の学び講座のコーディネーターを受けている人がいまして、非常に難

しいところだと思うんですけど、今その悩みを持たれてるお母様とかお父様方たちが率

先してＰＴＡに出てきていただけると、そういったところで対話を持つことができ、そうい

った悩みも改善できるところが少なからずあると思うんです。ただ、我々ＰＴＡは今非常

に厳しい立場にございまして、ＰＴＡ連合会を抜ける町村とかも出てきてますので、それ

をいかに会員さん方にそういう研修とか学びの場を提供していますっていうのを告知し

ていくっていうのを、今取り組んでいるところでもあるんですけど、そういったところで

我々ＰＴＡも熊本県と一緒にしっかり取り組んでいきたいなと思った次第です。 

あと、よかボス企業のところで、この取組みもしっかりやっていかれたらっていう御意



見が出たと思うんですけど、これちょっと前に調べたんですけど、多分市町村の首長さん

も手を挙げられてるところがあると思うんですけど、意外に少ないなと思ってですね、こ

れ全市町村の首長さんが挙げていただくと、企業の方もしっかり取り組みやすいし、また

告知に繋がるんじゃないかなと思った次第です。何でこの発言したかというと、自分のと

ころが手が挙がってなかったんで、今度会った時にぜひ言ってみようかなと思いました。

以上です。 

 

（八幡会長） 

ありがとうございます。はい。ＰＴＡはなかなか難しいのでしょうかとお話を伺いながら、

やっぱり人口減少等もありという、学校の規模も小さくなりとかいろいろそういう状況が、

あるということなのだろうかと思いながら伺ったところで、あとよかボス企業の枠を増や

していくことについては、また近く会議がありますので、そちらの方でもちょっと検討させ

ていただくということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

はい。幼稚園の方はいかがですか。 

 

（安尾委員） 

先ほど橋本委員からも親の学び講座の話が出たので、それに関して先ほど吉田委員

もおっしゃった、平日はちょっと厳しいと、何か学びたい気持ちがあっても、いざ何月何日

どこでこんな講座がありますと言われても、例えば、私の下の子が4歳なんですけど、行

けないだろうなあとか、まずそこの壁があったりとか、何月何日にあるって聞いても、この

日行けるかな、申し込みしようかなっていう時点でまず踏みとどまる。こどもの都合がど

うかなとか、機嫌がいいかなから始まり、こどもと一緒に行けるのかどっか預け先があっ

たほうがいいのかとか、そういったともこともあってまず申し込みをしようという段階でち

ょっと踏みとどまってしまう。あとはもう本当に悩んでらっしゃる親御さんとかは、そういっ

た講座に出向く気力もちょっと無いていうのが多分現状だと思うので、私とか比較的そう

いたものにちょっと自分で出かけたいなと思うタイプではあるんですけど、中には向かう

気力もない、土日はちょっと休みたいとか、というのもあるので、ＳＮＳでの発信とかにも

力入れてらっしゃるっていうのもあったので、ちょっと気軽に、これについて悩んでるけど

ちょっと情報知りたいなとか、何か自分にとってプラスになるものがないかなっていうの

が手軽にＳＮＳとか、自分のスマホとかで学びになるような情報発信をしていただけると、

気持ちとしては何か良いこと知ることができたぞとか、もしそのＳＮＳとかで発信された情

報に興味を持った人が、直接、では今度ある講座に行ってみようかなと繋がっていくんじ

ゃないかなと思います。まず、そこの気軽に講座って言われるとちょっと多分足が向かな

い方も多いので、そのハードルを下げるというか、気軽に情報が得られるような機会が

増えるといいんじゃないかなという感想が1点です。 

あともう1点はちょっと別で、「こどものライフステージに応じた支援」で、先ほどの「こど

もまんなか熊本・実現計画」の中にあった魅力ある学校づくりということで、県立高校に

おける地域との協働体制って書いてありますが、モデル構築とは具体的にどういったこと



をされるのかなっていうのが興味があります。というのも、国公立幼稚園連絡協議会の

所属として、こちらに本日は参加したんですけども、やっぱり県立高校と同じで公立幼稚

園とかも今どんどん縮小されて、やっぱり保育園のニーズが高まってるのはもう十分わ

かってるんですけど、私たちみたいに公立の幼稚園に通わせたいっていう、少数だと思う

んですけども、幼児教育に関心のある親御さんとかも、私は実際、仕事を辞めてしまった

ので保育園という選択肢がなくて幼稚園にっていうのがもともとはスタートだったんです

けど、それをきっかけに公立幼稚園ってすごくいいんだなっていうのを知ることになり、や

っぱり、県立高校も同じく、今、私立高校無償化とかの動きがあってどんどん県立高校も

多分これから公立幼稚園と同じような状況になるんじゃないかなって思われるんですけ

ど、できれば公立幼稚園も私としてはなくなって欲しくない。やっぱり、選択肢の1つとし

て、今後もずっと残っておいて欲しいと、県立高校も多分同じだと思うんですけど、今後

その地域と協働体制をとっていきながら、どんなふうに魅力ある学校づくりを考えられて

るのかなと。それがちょっと幼稚園とかに活かせたりしないかなと思ってちょっと興味があ

って、お聞きしてみました。 

 

（八幡会長） 

ありがとうございます。貴重な御意見だったと思いますがよろしいですか。 

 

（子ども未来課 緒方課長） 

私もすべて、どういう連携をしてのるかを知ってるわけではないんですけれども、私が

伺った高校で言うとですね、地域の課題、方向性を一緒に考えて取組みを進めてみると

いうところですとか、高校生が地域の中で起業するような取組みをしてみたりとか、そこ

でやってたところはいくつかのことを同時にやったりとかというような取組みをされてまし

たので、地域の人たちと関わりながら行動、そういった取組みを進められるかみたいなの

を、そこの方向でやってたと思います。今言われたように、今後公立高校は確かに難しく

なっていくとは思いますし、逆に言いますと、地域としても高校は残したいっていう気持

ちは当然あるという中で、地域の人との関わりを高校生も持つということが、自分たちが

この地域を努力していこうかっていうところで繋がってるっていうようなお話もあったの

で、そういった意味で高校の魅力化の中で高校の魅力を発信することと、逆に言うと地

域の良いところを自分たちも理解するっていうふうな取組みを進めたいというお話を以

前聞いたことがあります。 

 

（八幡会長） 

この資料の本体ではなくって施策を推進するために必要な実行のところもいろいろ書

いてあって、今おっしゃった地域との連携に関する包括的な支援体制が意外と具体的な

取組みとして挙がってるようなものが少ないかもって思ったり。例えば熊本市とかも熊本

市といえど人口減少で、間もなく義務教育学校がとある地区でできると。そこに向けてや

っぱり地域をてこ入れするための行政っていうのを今、結構やったりするんですよね。高



校も先週倍率の発表がありましたら、もうさんざんたる状況で、これはもう魅力ある学校

の大前提が崩れていくことになるので、もちろん国際化とかそういうのも結構なんですけ

ど、もっと全体的な枠組みをどうするのっていうのを考えないとだめだよなとか思いなが

ら新聞での報道を見たところです。はいありがとうございます。 

他に御意見ございますか、大丈夫でしょうか。 

私の方からこちらの素案について読ませていただいた感想としては、とても教育委員

会との関連の事項が増えたなと。やはりこどもが学ぶ場所というか過ごす空間としては、

学校との連携っていうのが随分充実していったんだなあと思ったところで、先ほど熊本の

魅力を発信するっていうのがあったと思うんですけど、やっぱり高校生とか、それからこ

ども家庭庁のこども基本法ではないんですけれども、やっぱりこどもからの意見が積極

的に発信されて、社会参画、意見表明の機会を充実させるというところも充実する方向

になっていると思うんですが、前にも言ったかもしれませんが、熊本市は、いろんな審議

会に私立高校の委員を入れるとか、そういうことを取り組むようになり、それから中学生

の総合的な学習の時間で、人口減少が進んでいる地区のこどもたちにこういうふうな地

域をつくりたいという意見も市役所の部課長級が集う会議でプレゼンをさせたり、そうい

う取組みも進んできているようですので、特にこれから熊本で暮らして欲しいと思う中高

生からの、今熊本がどんな課題を抱えていて、自分たちもそういう未来の地域を担う当

事者としてどういうことが関われるのかということを考えさせて表明するような機会を充

実していただけるとありがたいなと思います。もちろん出向く型、座談会型とかで、知事

にダイレクトで意見を出していただくというのももちろん貴重な機会だと思うんですけれ

ども、さらにそうした機会が充実するといいなと思いました。 

それから、熊本市とかも今、ワンストップ窓口ということで、例えば引っ越したりこども

が生まれたりしたら、かつてはいろんな部署を回りながら手続きをしなくちゃいけなかっ

たのを、もう1ヶ所に行けばＤＸ化でいろんなところに情報が飛んで、ワンストップで手続

きができるというような取組みをやっているんですけれども、何か子育て支援についても、

そういういろんなですねこういうニーズがあるんだけどっていうのを例えば入れたら、も

うＡＩ等で情報を定義してここでこういうふうなことができますよ、ただそういう子育て支

援のＡＩの取組みもされているとは思うんですけど、何かそういうより手軽に必要な情報

にアクセスできるような、ワンストップ化みたいなことも御検討いただくとありがたいなど、

その取組みをもとに思ったりしたところで参考にしていただけるとありがたいです。 

ということで、そろそろお時間が近づいてきておりますので、委員の皆様から他に何か

御意見ございませんか。 

 

（中川委員） 

県の方でもいろいろ学童保育に関しての研修会を開いていただきありがとうございま

す。先日の心のケア研修も大変勉強になりました。ありがとうございます。法人運営の4

施設のところで支援をしておりますけれども、やはり狭いスペースの中で、児童数が50

名を超える施設もあります。その中で支援員が4～5名で働いているんですけれど、支



援が必要な児童もその中には４～５名おりますので、やはり私たちも本当に目が離せな

い状態で日々生活しておりますので、第三の居場所があったらこどもも幸せだと思いま

すし、やはり、全体的にサービスがうまくいくような形がとれるのではないかなと、いい支

援ができるのではないかなと思っております。以上です。 

 

（八幡委員） 

より良い環境づくりのためにという御意見だったかと思います。ぜひ御尽力のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

他に委員の皆様からはございませんでしょうか。色々な貴重な忌憚のない御意見をた

くさんお出しいただきまして、議事運営に御協力いただきましたことを心より感謝申し上

げます。 

それでは一旦、議事の方はこのあたりで区切らせていただき、事務局の方にお返しさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（子ども未来課 脇審議員） 

ありがとうございました。本日は八幡会長はじめ委員の皆様には大変貴重な御意見を

いただきましたこと、誠にありがとうございました。本日いただきました意見を踏まえまし

て、今後も「こどもまんなか熊本」の実現に向けて、しっかり取り組んで参りたいと思いま

す。ありがとうございます。 

それでは、最後に事務連絡となります。本日の議事録につきましては、後日、県のホー

ムページで公表することとしております。議事録につきまして、御発言の各委員の皆様に

は事前に確認をいただき作成したいと思って参りますので、別途確認作業の方について、

また後日御対応のほうよろしくお願いいたします。なお、本日、県庁内の駐車場を御利用

の皆様で受付印の処理が済んでない方は事務局の方にお声掛けをお願いいたします。 

では、以上をもちまして、「令和7年度第3回熊本県こども・子育て会議」を閉会いたし

ます。ありがとうございました。 

 


